
県営団地の空き住戸を利用した
健康づくり・コミュニティづくり
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健康団地推進計画

基本方針 「だれもが健康で安心していきいきと生活できる

『健康団地』への再生」とし、４つの施策展開の

方向により、計画的かつ効果的に取り組んでいく。

施策展開 ①住宅セーフティネットの機能の強化

②建替え推進と適正な維持管理

③健康づくり、コミュニティづくりと居住支援

④持続可能な団地経営
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健康づくり､コミュニティづくりと居住支援

・建替えや空き住戸活用により、健康づくりやコミュニティづくりの

拠点等（コミュニティ広場・コミュニティルーム）を整備

・拠点等を活用し、入居者、近隣住民、県、市町、福祉団体等が連

携し、コミュニティ活動を活性化

・入居者が健康で安心して生活するための居住支援
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市町村
〇団地自治会・周
辺自治会との調整
〇地域包括支援セ
ンターとの調整

神奈川県
〇空住戸の整備
〇法手続き
〇団地自治会との調整

社会福祉法人等
〇拠点設置
〇団地住民・周辺住民の見守り
○相談を受け地域包括支援センター
等につなぐ

市町村との連携事業
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コミュニティルーム開設の流れ
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県営笹山団地
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県営笹山団地
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県営笹山団地
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県営平戸団地
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県営平戸団地
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県営平戸団地
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県営日野団地
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県営日野団地
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県営日野団地
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県営日野団地
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県営日野団地
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県営日野団地
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健康団地のご相談は

神奈川県 公共住宅課（神奈川県庁新庁舎11階）

０４５－２１０ー１１１１ (内６５４３）

まで、お気軽にご相談ください。


